
平成 26 年度各部定期監査・措置状況報告書

１ 指摘事項措置状況

(１) 公金管理及び私金管理の混同により不要な事務処理を生じたもの

指 摘 事 項

課の親睦会費の管理について、１２月分及び１月分を、親睦会口座ではなく介護給付

費貸付金口座に誤って入金し、１月分の入金直後にその誤りに気付いたため、約１か月

弱の間、貸付金口座に親睦会費が入金されている状態が続いていた。１月に親睦会費２

か月分を貸付金口座から出金したが、２月に２５年度下半期分の利息が貸付金口座に入

金された際、親睦会費の額に相当する利息１円が生じたため、当該利息分を貸付金口座

から親睦会口座へ移動する処理を行っていた。

この誤りは、同一の金庫内で、公金の通帳と私金の通帳を区分せずに管理し、混同し

たことに起因するものである。再発が生じないように、公金管理と私金管理は厳に峻別

しなければならない。（介護保険課）

所 属 名 措 置 状 況

介護保険課

現金出納簿の毎月末の記帳と通帳の記帳を行い、金額の確認を

行う。介護給付費貸付金口座通帳はジッパー付透明袋に入れ、袋

表面に「公金」と明記したうえで手提げ金庫に収納し、公金以外

の誤入金が発生しないよう細心の注意を払う。また、金銭の取り

扱いについて周知徹底し、再発を防止する。

(２) 委託事業の実施及び管理を適正に行うべきもの

指 摘 事 項

ア 生活保護受給者社会参加支援事業（２５年度に開始した新規事業、厚生労働省の補

助事業）の委託に当たり、支援員の資格要件（社会福祉士、精神保健福祉士等の資格

要件）について、厚生労働省補助事業規定に基づき、仕様書に具体的に定めているが、

当該資格要件の確認は、事業開始前の請負業者との打ち合わせにおいて口頭で確認し

ただけであった。（生活福祉課）

所 属 名 措 置 状 況

生活福祉課

当該事業の委託に係る支援員の資格要件については、事業開始

前に委託業者に口頭で確認していたが、書面での提出がないまま

となっていた。指摘後、事業者へ書面での提出を求め、資格要件



を確認した。今後は、毎年度の事業開始前に書面で体制及び資格

要件の確認を行うこととする。

指 摘 事 項

イ 子育て支援短期保護（子どもショートステイ）事業委託について、仕様書では、受

託法人は実績報告書を区に提出し、それを審査のうえ、区は実績分に係る委託料を３

か月ごとに支払うとしていたが、７月分以降の実績報告書の提出が遅れ、７月分以降

の３四半期分の委託料は２６年４月に支払われていた。また、人件費・管理費に係る

委託料は、４月及び１０月に前金分割払としていたが、１０月分が２６年４月に支払

われていた。（子ども家庭課）

所 属 名 措 置 状 況

子ども家庭課

区の再三の提出依頼にもかかわらず、委託事業者からの実績報

告書及び請求書の提出が大幅に遅れたことによる。適正な提出に

ついて、事業者に重ねて厳重に指導するとともに、支出予定月の

前月に毎回、区から確認の連絡をすることにより、報告書及び請

求書の早期提出を促す。

(３) 契約事務を適正に行うべきもの

指 摘 事 項

ア 委託事項の一部の再委託について、再委託に必要な手続を行っていないものや、再

委託承諾の起案処理で契約課へ必要的協議を行っていないものが見受けられた。

（健康福祉計画課、介護保険課、子ども家庭課、清掃事務所、教育政策課）

所 属 名 措 置 状 況

健康福祉計画課

委託業務について、適正かつ円滑な履行を確保するため再委託

承諾を行ったが、契約課への必要的協議を行っていないものがあ

った。

今後は同様のミスを起こさないよう課内に周知するとともに、

適正な契約事務に心掛ける。

介護保険課
平成２６年度は、再委託承諾の契約課への必要的協議を行っ

た。今後も契約課へ協議を行う。

子ども家庭課

契約課と事前調整は行っていたが、決裁の回議ルートに必要的

協議者の設定がもれていた。今後、適正に事務処理を行うよう課

内職員に周知を行った。



清掃事務所

使用済み乾電池再資源化委託の一部再委託について、必要な手

続きを行っていなかった。今後は、仕様内容を見直すとともに、

適正な契約に努める。

指 摘 事 項

イ 1 人のみの見積り徴取による随意契約の理由について、シルバー人材センターと随

意契約する場合の理由を「シルバー人材センターから役務の提供を受ける」とする

のではなく、「緊急対応が必要であるため」としていたもの、随意契約締結根拠であ

る地方自治法施行令の条文適用に係る具体的理由が記載されていないもの、１０万

円未満の委託契約の場合に、履行期間までに十分な日数があるにもかかわらず「緊

急対応が必要であるため」という理由を選択しているもの、楽器運搬に係るトラッ

ク借上げ契約を複数締結しているが、２人から見積りを徴した契約と１人のみから

見積りを徴した契約とがあり、1 人のみの見積り徴取による随意契約の理由を「当該

業者は、過去の実績から信頼性があり、区内の道を熟知しており効率的な業務執行

が可能である」と記載するなど、不適切なものが見受けられた。1 人のみの見積り徴

取による随意契約はあくまで例外的な取扱いであることを考慮し契約事務を行うべ

きである。（人権政策課、スポーツ振興課、子育て支援課、教育指導課）

所 属 名 措 置 状 況

人権政策課

シルバー人材センターと随意契約する場合の正しい記載方法

等を課内で再確認した。今後は適切な理由を明記するとともに、

課内のチェック体制を強化する。

スポーツ振興課

平成２１年度より南部地区プールにおいて、水中運動事業（ア

クアエクササイズ）を実施するため、複数社の見積を取った結果、

現在の随意契約業者が一番安価な見積であったこと、指導体制が

充実していたこともあり、随意契約を行った。

平成２３年度緊急財政対策時には、当該業者を含め２社に改め

て経費の確認をしたところ、現行の業者が安価であったため引き

続き随意契約を行っていた。今後は、毎年の事業評価方式とする

ことを前提に、３年ごとに複数社の見積書を徴取する等、契約理

由を明確にして適切に委託業者を選定する。

子育て支援課

荷物運搬に係る委託契約について、履行期間まで十分な期間が

あるにもかかわらず、１人のみから見積りを徴したものである。

今後は同様の契約について、複数人から見積りを徴し、適切に契

約事務を行うよう注意徹底した。



指 摘 事 項

ウ 徴取した見積書について、単価契約の見積書に総額が記載されているもの、総価契

約の見積書に単価が記載されているもの、請求単価契約（契約締結時に単価が確定で

きない契約）の見積書に固定した単価額が記載されているもの、消費税の記載に当た

り、見積書は外税、契約書は内税と記載しているものなど、契約種別と見積書との照

合、審査が正しくなされていないものが見受けられた。

（広報課、人権政策課、防災課、産業経済・消費生活課、環境保全課、区議会事務局、

教育政策課、教育指導課）

所 属 名 措 置 状 況

広報課

相手方から収受した様式の項目を注意して見ておらず、所管課

長においても業務の流れの中で見過ごしていた。今後、単価契約

を行う際は、この見積書は単価契約であるということを明記させ

るようにする。

人権政策課

契約種別に合った見積書の徴取について課内で再確認した。今

後は契約種別に合った見積書が徴取されているか、課内でのチェ

ック体制を強化する。

防災課
適正な事務処理方法について、改めて課内に周知徹底を図っ

た。指摘を踏まえ、再発防止に努めていく。

産業経済・消費生活課

年間単価契約、年間請求単価契約に係る見積書の記載誤りにつ

いては、適正な事務処理方法の各職員への周知徹底と、職員間の

チェック体制の厳格化など課全体で取り組む。

今後も、契約課が実施する年間契約説明会への出席、契約マニ

ュアルの活用などを通じて、職員の契約事務知識の充実を図って

いく。

環境保全課
契約事務説明会資料等を活用し、課内研修等を行い、担当者及

び審議審査に関わる職員の理解を深め再発防止に努める。

指 摘 事 項

エ 契約書の作成に当たり、契約に不可欠である契約条項を付していないものや、異な

った種別の契約条項を付しているものが見受けられた。また、暴力団等排除に関する

特約条項、談合その他不正行為に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項を付して

いないものが複数見受けられた。

（国保年金課、西部地区サービス事務所、生活衛生課、障害福祉課、保育課、道路管理



課、会計課、区議会事務局、学校運営課）

所 属 名 措 置 状 況

国保年金課

国民年金係の国民年金年度別納付状況 MT 作成委託の契約書に

契約条項の添付が漏れてしまっていたこと及び管理係の収納推

進員用端末機再借上げの契約書に暴力団等排除に関する特約条

項の添付が漏れてしまっていたことについて、契約の際にはきち

んと確認して事務処理を行うよう指導した。併せて、契約事務の

再点検をして同様の間違いがないよう全係に周知徹底した。

西部地区サービス

事務所

契約書の作成に当たり、契約に不可欠である契約条項を付

していないものや暴力団等排除及び談合その他不正行為に係る

契約解除と損害賠償に関する特約条項を付していなかったこと

について、各事務処理担当者への指導を徹底した。今後は更に職

員間で確認する体制を強化し、不適切な事務処理防止に努めてい

く。

なお、２６年度については、特約条項を添付済みである。

生活衛生課
２６年度の契約書を確認したところ、全てに適切な書類が付さ

れており、漏れている条項も無かった。

障害福祉課 契約事務の手引きに則り、契約条項を付することを徹底した。

保育課

契約事務を適正に処理していくため、今回の指摘事項について

課内全職員に周知した。併せて契約事務について改めて確認をさ

せるとともに、適正な事務処理に努めるよう指導を行った。

道路管理課
特約条項を付すよう各係に周知するとともに、事案決定に当た

って契約書案の事前確認を徹底することとした。

会計課

粗大ごみ収集運搬委託及び処分委託については、産業廃棄物処

理委託に係る東京都環境局のモデル契約書を使用して処理して

いたが、現在は、暴力団等排除に関する特約条項等、当区の契約

書の内容に記載すべき必須事項を追加し、適正処理に努めてい

る。



(４) 給与事務を適正に行うべきもの

指 摘 事 項

ア 臨時職員の賃金支出について、支出負担行為の起案を行っていないものが見受けら

れた。

（西部地区サービス事務所、産業経済・消費生活課、生活衛生課、碑文谷保健センター、

教育指導課）

所 属 名 措 置 状 況

西部地区サービス

事務所

本年度の臨時職員賃金の支出負担行為起案は作成済みである

が、改めて事務処理担当者への指導を徹底した。今後は更に職員

間で確認する体制を強化し、不適切な事務処理防止に努めてい

く。

産業経済・消費生活課

本年度から、臨時職員賃金の支出について、支出負担行為の起

案を行うよう改めるとともに、課全体として認識し、正しい事務

処理について職員に周知し職員間の確認を徹底する。

引き続き、適正な事務処理を行うよう職務知識の充実に努めて

いく。

生活衛生課
２６年度の賃金支出については、毎回起案処理を行い、支出負

担行為兼支出命令書の関連文書に添付している。

碑文谷保健センター
定期監査の指摘を受けて、７月から雇用決定及び支出負担行為

の起案を作成している。

指 摘 事 項

イ 専務的非常勤職員分の即日帰庁旅費の計算について、運賃、定期券調整や回数券調

整処理に誤りがあり、旅費の支給額に過不足が生じていたものが見受けられた。

（滞納対策課、子ども家庭課、保育課）

所 属 名 措 置 状 況

滞納対策課

誤支給した旅費については、返還のため人事課へ遡及報告を行

うとともに、平成２６年６月分の非常勤職員報酬にて調整済みで

ある。併せて、即日帰庁旅費の計算について適切に処理するよう

課内へ周知を行った。

子ども家庭課

専務的非常勤職員の即日帰庁旅費について、通勤経路以外の区

間を定期券調整としており、調査の結果追給処理を行った。即日

帰庁旅費申請の注意点をまとめ課内職員に周知を図った。また、



決裁時のチェックを強化する。

保育課

専務的非常勤職員分の即日帰庁旅費支給額の不足については、

平成２６年５月に追加支給を行った。

また、今後、同様の事案が起こらないよう、周知を徹底した。

(５) 会計事務を適正に行うべきもの

指 摘 事 項

ア 金銭出納員が受領した歳入については、現金出納簿への記帳、収納金日報及び収納

金収入報告書の作成をしなければならないが、記帳漏れや作成月日の誤り、未作成の

ものが見受けられた。（広報課、区民の声課、産業経済・消費生活課）

所 属 名 措 置 状 況

広報課

区民の声課

情報公開請求があった際の複写機代金について現金出納簿へ

の記帳漏れがあったもので、速やかに記帳するとともに、収納金

日報及び収納金収入報告書の修正を行った。なお、新年度からは、

情報公開請求分の複写機代金については、領収証の写しを記帳担

当者に送付することにより、確実な記帳を行っている。

作成日の誤りについては、錯誤があったもので、速やかに修正

した。

産業経済・消費生活課

本年３月から４月にかけて収納事務受託者の交替があった際

に、前任者による調定額報告書兼収納金収入報告書の記載内容の

適否について関係各課の認識が整理されていなかったため、誤り

が発生した。

事務処理としては、必要な修正等を行ったうえで、３月分の報

告書と４月分の報告書を提出させた。

改めて事務処理手順を再確認するほか、年度末の処理について

は事前に関係各課へ確認を行うなど事務引継ぎの留意事項を整

える。



指 摘 事 項

イ 資金前渡金の現金出納簿について、臨時の受入・清算戻入を記帳していないもの、

年度末の戻入を記帳していないもの、総括口座を作成していないもの、個別口座から

総括口座への転記を誤ったもの、総括口座の差引残高と預金通帳の残高が一致してい

ないものが見受けられた。

（秘書課、総務課、防災課、碑文谷保健センター、高齢福祉課、都市整備課、建築課）

所 属 名 措 置 状 況

秘書課

食糧費の現金出納簿への記載もれがあった。

(資金前渡日１２月１８日、実際の支払日１２月１９日)
資金前渡日から支払日までの期間がたとえ１日でも現金出納

簿へ記帳する必要がある。今後は記載もれの無いようにする。

総務課

総括口座の作成を失念していたため、適正な事務処理方法につ

いて課内に周知徹底を図ったとともに、現金出納簿に総括口座を

２６年度より作成し、毎月、係長と課長の決裁をとっている。

防災課
適正な事務処理方法について、改めて課内に周知徹底を図っ

た。指摘を踏まえ、再発防止に努めていく。

碑文谷保健センター
今後より丁寧に簿記全体を点検し、間違いや漏れのないように

していく。

高齢福祉課
資金前渡金の受入れ・払出し、年度末処理について、簿記の適

正管理に努めることを課内で周知・確認した。

都市整備課
戻入の時に、現金出納簿に記入など処理もれがないように、課

長と係長の確認を徹底する。

建築課

課内の事務担当職員に指摘事項を周知した。指摘を踏まえ、今

後は現金出納簿の記帳もれがないよう、月締めの決裁時に確認す

る。



(６) 収入事務を適正に行うべきもの

指 摘 事 項

第二ひもんや保育園（保育課所管）及び目黒天空庭園（みどりと公園課所管）には、

太陽光発電設備が設置され、東京電力㈱へ売電した収入が区の歳入になっている。

売電収入は、所管課の資金前渡受者用口座で入金（振込み）を受け、入金後に歳入

調定している。しかしながら、資金前渡受者用口座は、事業上必要な歳出金を保管管

理するためのものであるため、歳入金を当該口座で受けることは適切とは言えない。

（保育課、みどりと公園課、会計課）

所 属 名 措 置 状 況

保育課

第二ひもんや保育園の売電収入については、会計課の指示によ

り、資金前渡受者口座から「目黒区収納金口」口座に入金（振込

み）を受けるよう手続きを行った。

みどりと公園課 関係所管と協議の上、別段口座に変更措置を行った。

会計課
今後は指定金融機関の別段預金口座（区収納金口）に振り込む

よう、事業者宛て依頼することとし、該当所管課あて通知した。


